
秋田市医師会立秋田看護学校学校関係者評価委員会に関する規程

（設置）

第１条 本校の各種資料の検証、諸活動の観察等を通じて、学校長が行う

自己点検及び自己評価（以下「自己評価」という。）の結果並びにそれ

に伴う改善方策について評価し、併せて意見、助言等を行うことにより、

学校運営の組織的かつ継続的な改善を図るため、学校関係者を委員とす

る秋田市医師会立秋田看護学校学校関係者評価委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。

（委員の委嘱）

第２条 委員会の委員には、卒業生、保護者、医療・看護・保健・福祉業

務従事者、地域住民、教育関係者その他の有識者から２名以上を委嘱す

るものとする。

２ 学校長は、委員に選任しようとする者に対し委嘱状（様式第１号）を

交付するものとする。

（委嘱期間）

第３条 委員の委嘱期間は２年とする。ただし、再任を妨げないものとす

る。

２ 前項ただし書の規定により委員を再任しようとするときは、事前に本

人の意思確認を行った上で、前条第２項の規定による委嘱状の交付を省

略することができるものとする。

（活動内容）

第４条 委員会は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 自己評価の結果に対する評価に関すること。

(2) 施設設備並びに学校行事の視察及び確認に関すること。

(3) 学校長及び教職員等との意見交換

(4) 改善意見又は助言に関すること。

(5) 書記の選任に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める活動

（委員長）

第５条 委員会に委員長を置く。



２ 委員長は、会務を掌る。

３ 委員長の任期が満了となった場合において、会務の遂行上必要がある

と認めるときは、新たに委員長が選任されるまでの間、当該任期が満了

となった委員長が会務を掌ることができるものとする。

（副委員長）

第６条 委員会に副委員長を置く。

２ 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるときは、その職務を代

行する。

（委員会の開催）

第７条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

２ 委員長は、毎年度１回以上、委員会を招集する。

３ 委員会を開催したときは、会議録を作成するものとする。

（事務局）

第８条 学校に委員会事務局を置き、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 委員の選任手続に関すること。

(2) 各種資料の作成に関すること。

(3) 施設設備の案内に関すること。

(4) 委員会の開催準備に関すること。

(5) 学校関係者評価の公表に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の活動を補助するため必要と認

める事項

２ 前項の事務局は、専任副学校長、専任副学校長補佐、教務主任、実習

調整者及び事務長並びに委員長が指名する職員により構成する。

（現地確認への協力）

第９条 学校長は、委員会がその活動の一環として第４条第２号の施設設

備の確認をしようとするときは、誠意をもって協力するものとする。

（評価シートの活用）

第10条 委員は、委員会において評価項目ごとの学校の取組の説明及び自

己の意見を備忘的に記載するため、評価シート（様式第２号）を活用す

るものとする。



（意見、助言等の表明及び公表の方法）

第11条 委員会は、設置者及び学校長に対しその意見、助言等を表明する

ときは、学校関係者評価委員会評価結果報告書（様式第３号）によるも

のとする。

２ 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 評価結果とその背景

(2) 今後の取組

(3) 課題の解決方策

(4) 改善結果の報告

(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項

３ 委員会は、前項の報告書を学校ホームページ等により公表しなければ

ならない。

（改善報告）

第12条 学校長は、前条の意見、助言等を踏まえて改善計画を立案したと

き又は現に改善を行ったときは、委員会にその結果を報告しなければな

らない。

（報償）

第13条 委員が委員会に出席したときは、１回につき10,000円の報償を支

払うものとする。

（委任）

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、令和元年７月25日から施行する。

附 則

この規程は、令和元年12月12日から施行する。

附 則

この規程は、学校長の決裁のあった日から施行し、令和２年６月１日に

遡って適用する。

附 則



この規程は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、令和７年４月１日から施行する。



様式第１号（第２条関係）

委 嘱 状

〔現職名〕 〔氏 名〕

様

次のとおり、あなたを秋田市医師会立秋田看護学校学校評価委員

会委員に委嘱する。

１ 委嘱期間 年 月 日から 年 月 日まで

２ 委員報償 会議出席１回当たり１０，０００円

年 月 日

秋田市医師会立秋田看護学校

学校長



様式第２号の１（第10条関係）

評 価 シ ー ト ①

重点目標

学校の計画

取組状況

委員メモ

意 見 欄



様式第２号の２（第10条関係）

評 価 シ ー ト ②

評 大項目

価

項

目 小項目

メ

モ

意

見

評 大項目

価

項

目 小項目

メ

モ

意

見



様式第３号（第11条関係）

学校関係者評価委員会評価結果（ 年度分）報告書

学 評 委 第 号

年 月 日

一般社団法人秋田市医師会

会 長 様

秋田市医師会立秋田看護学校

学校長 様

学校関係者評価委員会

委 員 （氏名自署）

委 員 （氏名自署）

年 月 日付け秋市医看第 号により依頼のありました 年

度自己評価結果に対する学校関係者評価について、本委員会の評価結果を

取りまとめましたので、秋田市医師会立秋田看護学校学校関係者評価委員

会に関する規程第11条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

なお、評価結果の報告については、自己評価項目全般にわたるのではな

く、次表に掲げる学校が定めた重点目標に係る評価項目を中心に評価結果

を記述しています。

評価項目（大） 重 点 目 標



〔注〕 「第○ ○○○○○○」に関する評価は、重点目標以外の項目

に対する評価である。

記

１ 自己評価大項目「第○ ○○○○○○」のうち

(1) ○○○○○○○○○については、○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

(2) ○○○○○○○○○○○○については、○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○。

２ 同「第○ ○○○○○○○」のうち

○○○○については、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○。

３ 同「第○ ○○」のうち

○○○○○については、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

４ 同「第○ ○○○○○○」のうち

○○○○○については、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○。


